
 

社社会会福福祉祉法法人人広広島島県県リリハハビビリリテテーーシショョンン協協会会  

地地域域密密着着型型特特別別養養護護老老人人ホホーームムととききわわ  重重要要事事項項説説明明書書  

                                                              

１ サービスを提供する事業者                 （（令令和和６６年年１１１１月月１１日日改改定定））  

名 称 社会福祉法人 広島県リハビリテーション協会 

所在地 広島県東広島市八本松町原５９４６番地７ 

電話＆FAX番号 ☎０８２－４２０―９２００ FAX０８２－４２０－９２０２ 

代表者氏名 理事長  河内 昌彦 

法人の設立年月日 昭和４７年８月１５日 

 

２ 利用事業所 

指定日及び番号 平成２７年７月１日 東広島市指定３４９２５００２３０ 

事業所の名称と 

サービスの名称 
地域密着型特別養護老人ホームときわ 

主たる対象者 要介護認定者（原則要介護３以上） 

施設の所在地と連絡先 
広島県東広島市八本松町原５６９３番地３ 

☎０８２－４２０―９２０８ FAX０８２－４２９－０３７７ 

代表者名 施設長  萬行 隆晴 

目的と運営方針 

高齢者が住み慣れた地域での生活を継続しつつ、人間尊重の精神

に則り、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するため

に、次の「四つの理念」 

① より潤い豊かな心と生活を 

② よい笑顔、よい言葉、よい心 

③ 自立、共生そして創造 

④ 地域に愛され、信頼され、共に歩む施設 

のもと、利用者の心身の状況に適切に対応した日常生活上の支援

を行い、利用者が健康で明るく生きがいのある生活を営むことが

できるよう努めます。 

事業所の開設年月日 平成２７年７月１日 

定員 ユニット対応 ２９名 

 

 



 

３ 施設の概要 

（１）構造等 

   構造：鉄骨造り２階建 

   建築延面積：約３，５１５㎡ 

 

（２） 施設設備の概要 

施設設備の種類 室数 面積 備考 

機能訓練コーナー １室 49.335㎡ 歩行訓練器具ほか 

居室 ２９室 14.977㎡ 個室・除トイレ 

浴室 ４室 6.038㎡ 各ユニットに配置 

機械浴室 １室 54.45㎡ 特殊浴槽１台 

脱衣室 ４室 8.91㎡  

家族室 １室 34.65㎡ ２人部屋（有料） 

医務室 １室 27㎡  

歯科医務室 １室 11.7㎡  

理美容室 １室 8.91㎡  

事務室 １室 54㎡  

食堂（共同生活室） ４室 170.5㎡（合計） 56.5㎡×2室，57.5㎡×1室 

厨房 １室 71.2㎡  

ユニットキッチン ４室 7.8㎡  

談話室 ２室 32.4㎡及び 16.2㎡  

相談室 １室 18㎡  

応接室 １室 21.6㎡  

会議室 2室 18㎡及び 27㎡  

 

（３）施設・設備ご利用上の注意事項 

  当事業所において、施設・設備をご利用いただくにあたって次の点にご注意ください。 

来訪・面会 

面会時間 ８：３０～１７：３０ 

面会者は、来場者の確認のため、面会簿に必要事項の記入と、感染予防の

ため、備付の消毒液で手洗いの励行をお願いします。 

外出・外泊 外出・外泊の際は、必ず職員に行き先と帰所日時を申し出てください。 

居室・設備・ 

器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに

反したご利用により破損などが生じた場合は、弁償していただく場合もあ

ります。 

なお、個人用の電気製品持ち込みに際しては、１日当たり 100 円／台の電

気代のご負担をお願いいたします。 



 

喫煙 
居室内はもとより、安全対策のため全館禁煙としています。ご協力をお願

いします。 

飲酒 決められた場所と時間でお願いします。 

迷惑行為等 
騒音等、他の利用者の迷惑になるような行為はご遠慮ください。また、む

やみに他の利用者の居室に立ち入らないでください。 

所持金品管理 

所持金品は、自己の責任で管理してください。 

金銭の管理が困難な場合は、施設において有料で出納管理を行います。 

（1,000円／月） 

預貯金通帳 

入出金管理 

預貯金の出し入れが困難な場合は、施設において有料で日常生活に必要な

貯金の出し入れの代行を行います。(５００円/１回) 

宗教・政治活動 他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 

動物飼育 施設内へのペットの持込及び飼育はお断りします。 

消灯 消灯時間 ２３：００ 

 

４ 従業者の配置状況 

従業者の配置については、厚生労働省の定める指定基準を遵守しています。 

  当事業所では、利用者に対して「生活介護」を提供する者として、次の職種の従業者を配

置しています。 

職 種 員数 

施設長 １名（短期入所管理者と兼務） 

介護支援専門員 １名  

看護職員  ３名（内２名は短期入所を兼務） 

介護職員 22名以上（パートを含む） 

生活相談員 １名  

機能訓練指導員 １名  

医師 １名（嘱託） 

管理栄養士 １名 

事務員 １名 

 

 

<その他、専門的な支援等に係る従業者の配置状況> 

職  種  

１．介護職員等の直接サービス提

供に関わる職員 

 （介護職員、看護職員） 

① 本事業所では、指定基準配置（３：１）を上回る介護

職員で、より質の高いサービス提供に努めています。 

② 当事業所では、「介護職員」として常勤で配置してい

る職員のうち、６割以上が介護福祉士であり、専門的

なサービス提供に努めています。 



 

２．理学療法士等 ①当事業所では、理学療法士等により利用者ごとの希望

や必要に応じて作成する計画に基づいた個別的なリハ

ビリテーションを提供しています。 

<主な職種の勤務体制> 

職 種 勤務体制 

施設長 通常の勤務時間帯 （ ８：３０～１７：３０） 

介護支援専門員 通常の勤務時間帯 （ ８：３０～１７：３０） 

看護職員 日勤の勤務時間帯 （ ９：００～１８：００） 

介護職員 

早出の勤務時間帯 （ ７：００～１６：００） 

日勤の勤務時間帯 （ ８：３０～１７：３０） 

遅出の勤務時間帯 （１２：００～２１：００） 

夜勤の勤務時間帯 （２１：００～ ７：００） 

生活相談員 通常の勤務時間帯 （ ８：３０～１７：３０） 

理学療法士・作業療法士 通常の勤務時間帯 （ ８：３０～１７：３０） 

医師 週１回の診察日  （１０：００～１２：００） 

管理栄養士 通常の勤務時間帯 （ ８：３０～１７：３０） 

事務員 通常の勤務時間帯 （ ８：３０～１７：３０） 

 

５ 当事業所が提供するサービス 

 すべてのサービスは、「地域密着型施設サービス計画」に基づいて行われます。この｢地域密

着型施設サービス計画｣は、利用者の自立生活を支援し、さまざまな課題の解決を目的として

本事業所の介護支援専門員が作成し、サービス担当者会議で確認された後、利用者の同意をい

ただくものです。 

 

種類 サービスの内容 

食事 

当事業所では、調理業務を委託しています。このため、調理業務委託先の

管理栄養士が献立表を立て、当事業所の管理栄養士がそれを点検・確認し、

栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮して、バラエティに富んだ

食事を提供します。 

朝食時間  ８：００～ ９：３０ 

昼食時間 １２：００～１３：００ 

夕食時間 １７：１５～１８：３０ 

なお、利用者の状況に応じて適切な食事介助を行うとともに、食事の自立

についても適切な援助を行います。 

入浴 

週２回以上の入浴又は清拭を行います。 

一人ひとりの状態に合わせて、一般浴槽又は機械浴槽を利用し、適切に支

援いたします。 



 

排泄 
利用者の状況に応じて適切な排泄支援を行うと共に、自主排泄を目指した

適切な支援を行います。 

離床・着替え 

・整容等 

寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

生活のリズムを整え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

個人の尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。 

シーツ交換は週１回行います。 

機能訓練 
機能訓練指導員等により、利用者の心身の状況に適した機能訓練を行い、

身体機能の維持・回復・向上に努めます。 

口腔ケア 食後に歯磨きやうがいなど、口腔ケアを行います。 

健康管理 

（要調整） 

嘱託医師による診察日を設け、利用者の健康管理に努めます。 

希望の医療機関へ受診される場合は、ご家族の付き添いをお願いします。 

お楽しみ活動 

利用者の希望により、地域活動やレクリエーション、クラブ活動に参加で

きます。なお、活動に係る材料費等は、実費をご負担いただきます。 

また、地域活動支援センター等との連携を図りつつ、様々な行事の機会を

提供します。 

相談及び援助 
利用者や家族に対し、適切な相談、対応、助言、支援等を行い、常に連携

を図ります。 

 

６ サービス利用料金（１日あたり） 

 次に表示するサービスについては、居住費、食費及び個人利用の電気製品電気代等を除き、

サービス利用料金全体のうち７割から９割が介護給付費の給付対象となりますが、利用者負担

額減免を受けられている場合は、減免額に応じた自己負担額となります。事業者が介護給付費

の給付を市町村から直接受け取る（代理受領する）場合、利用者は、利用者負担分として、サ

ービス利用料金全体の１割から３割の額を事業者にお支払いいただきます。 

なお、介護給付費が給付されるサービスの場合でも、代理受領を行わない場合（償還払い※

の場合も含む）については、一旦全額を事業者にお支払い頂きます。 

また、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行わ

れない場合がありますが、その際は厚生労働大臣が定める基準額の全額をお支払いただくこと

となります。利用料のお支払い後にサービス提供証明書と領収書を発行いたします。なお、サ

ービス提供証明書及び領収書は、後に利用料の償還払いを受ける際に必要となります。 

※償還払いとは、一旦、利用者がサービス利用料金全額を事業者に支払い、後に、支払額の

うち７割から９割が市町村から返還されるものです。 

 

（１） 介護保険給付対象のサービス利用料金 

【基本サービス費（一日当たり）】 ※１割負担の場合             （単位） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

ユニット型個室 ６８２ ７５３ ８２８ ９０１ ９７１ 



 

【基本サービス費（一日当たり）】 ※２割負担の場合             （単位） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

ユニット型個室 １，３６４ １，５０６ １，６５６ １，８０２ １，９４２ 

基本サービス費（一日当たり）】 ※３割負担の場合             （単位） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

ユニット型個室 ２，０４６ ２，２５９ ２，４８４ ２，７０３ ２，９１３ 

 

【加算（一日当たり）】 

① 入所者全員                        （単位；１割負担の場合） 

加算措置名 自己負担額 内容 

看護体制加算（Ⅰ）イ １２ 常勤看護師１名以上の配置 

看護体制加算（Ⅱ）イ 
２３ 

常勤看護師２名以上の配置 

２４時間体制 

初期加算 ３０ 入所日から３０日間の措置 

サービス提供体制強化加算

（Ⅱ） 
１８ 

介護職員の総数のうち、介護福祉士国家資

格保持者が６割以上の施設 

安全対策体制加算 ２０ 
安全対策を実施する体制を整備 

入所時に１回 

高齢者施設等感染対策向上加

算(Ⅰ) 

高齢者施設等感染対策向上加

算(Ⅱ) 

１０／月 

 

５／月 

 

医療機関との連携、感染対策研修への参加 

 

医療機関から３年に１回の実地指導 

科学的介護推進体制加算(Ⅱ) ５０ 
簡易評価 3か月毎（ADL、口腔、栄養・認知

症）＋追加の簡易評価（服薬状況、既往歴） 

協力医療機関連携加算 

５０／月 

令和 7 年 3 月 31 日まで
の間は 100／月 

医療機関との間で入所者の病歴等の情報を

共有する会議を定期的に開催 

 

② 利用者別                         （単位；１割負担の場合） 

加算措置名 自己負担額 内容 

個別機能訓練加算（Ⅰ） １２ 理学療法士等による個別機能訓練 



 

個別機能訓練加算(Ⅱ) ２０／月 個別機能訓練加算（Ⅰ）の内容を厚生労働省

に提出 

認知症専門ケアⅠ ３ 認知症入所者が５割以上の施設 

栄養マネジメント強化加算 １１ 低栄養状態のリスクが高い入所者に対して

食事の観察を週３回し食事の調整を実施 

療養食加算 ６／１食 食事箋に基づいた病理食の提供等 

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 

 

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 

３／月 

 

１３／月 

３か月毎の評価、評価結果の厚労省への提

出、褥瘡ケア計画の作成 

加算(Ⅰ)＋褥瘡の治癒 

排せつ支援加算(Ⅰ) 

排せつ支援加算(Ⅱ) 

 

排せつ支援加算(Ⅲ) 

１０／月 

１５／月 

 

２０／月 

看護師による３カ月毎の評価、支援計画作成 

加算(Ⅰ)＋排泄状態の改善もしくはオムツ

の除去 

加算(Ⅰ)＋排泄状態の改善かつオムツの除

去 

退所時情報提供加算 ２５０／回 入院時等の医療機関への情報提供 

退所時栄養情報連携加算 ７０／月 

(1回限度) 

管理栄養士が退所先の医療機関等に対して 

入所者の栄養管理に関する情報を提供 

再入所時栄養連携加算 ２００／回 再入所時、特別食等を必要とする入所者に対

して、医療機関の管理栄養士と連携して栄養

計画を作成 

ＡＤＬ維持加算（Ⅰ） 

ＡＤＬ維持加算（Ⅱ） 

３０/月 

６０/月 

利得１以上 ＡＤＬ維持 

利得３以上 ＡＤＬ維持 

新興感染症等施設療養費 ２４０ 入所者感染時、医療機関の確保、適切な感染
対策の上、介護サービスを実施 

１月に１回 連続５日まで 

口腔衛生管理加算(Ⅱ) １１０／月 口腔衛生管理加算(Ⅰ)＋厚生労働省にデー
タ提出 

※(Ⅰ)は歯科衛生士が介護職員に対し技術
的助言及び指導を年２回実施 

※東広島市は地域区分が７等級のため、１単位＝１０．１４円となります。 

 

③ 入院又は外泊時の費用（１割負担の場合） 

外泊される場合は、要介護状態の区分にかかわらず、1 日につき２４６単位が加算されま



 

す。ただし、一月につき７泊（６日分）を限度とし、月をまたがる場合は最大で連続１３

泊（１２日分）を上限とします。 

 

④ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

職員の賃金改善に向けた加算措置等で、総金額の１４％が加算されます。                    

 

（２）介護給付対象外のサービス利用料（自己負担） 

① 利用者負担段階別食事費・居住（滞在）費 

 第１段階 第２段階 第３段階-① 第３段階-② 第４段階 

食事費 ３００円 ３９０円 ６５０円 １,３６０円 １,６６０円 

居住（滞在）費 ８８０円 ８８０円 １,３７０円 １,３７０円 ２,１００円 

 

② その他の自己負担 

種  類 自己負担額 内  容 

家族室（１泊） 2,000円／人 食事は別途 

個人持込電気製品電気代 100円／台・日 

常時プラグインが想定される機器

（TV・ラジオ・PC・ビデオデッキ・ウ

ォシュレット、冷蔵庫等） 

金銭管理費（利用は任意） 1,000円／月 
預金通帳・印鑑等の保管サービスの他、

公共料金等の支払い代行 

預貯金通帳入出金管理 

(利用は任意) 
500円／回 

預金通帳より預貯金の入出代行 

コピー代（白黒） １０円／枚 片面１０円、両面２０円 

コピー代（カラー） ２０円／枚 片面２０円、両面４０円 

その他理美容・嗜好品・医療費等 実費  

日常生活費 実費  

 

７ 利用料金・費用のお支払い方法 

前述（１）、（２）の料金・費用は、１ヵ月ごとに計算しご請求します。 

【お支払いまでの流れ】 

 当月ご利用 ⇒ 翌月１０日前後に請求書送付 ⇒ 同月に銀行引き落とし 

 



 

【引き落としについて】 

 ご利用翌月の２０日に指定の銀行口座から引き落とします（手数料はかかりません） 

 ※引き落とし日が土・日・祝日の場合は、翌営業日となります。 

８ 利用者の記録や情報の管理、開示について 

 事業者は、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じ

てその内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となり

ます。保存期間は、サービス提供完了日から５年間です。） 

閲覧・複写ができる窓口業務時間は、９：００～１７：００です。 

個人情報保護法にもとづき、個人情報は次の取り扱いをいたします。 

○事業者及び従業者は、本契約によるサービスを提供するに当たって知り得た利用者やその

家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。 

○利用者の生活風景・作品展示等を広報誌及び事業所内で掲示するときは、本人の同意を得

て掲載いたします。 

 

９ 事故発生時の対応及び損害賠償 

事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに市及び利用者の家族等

に連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。 

事業者は、サービスを提供するに当たって、事業者の責任と認められる事由によって利用者

に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。 

 

 １０ 身体拘束の禁止、並びに虐待の防止対策 

 事業所は、生活介護に係る障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の

生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為をしないものとします。 

 事業所は、高齢者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、

従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとします。 

 

１１ 苦情の受付について 

（１） 当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は、次の専用窓口で受付けます。又、他に「苦情箱」を玄関

に設置しております。 

○苦情受付窓口  生活相談員   河内 愛  

         介護支援専門員 土井 京美 

 

 ○受付期間    毎週月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時３０分 

          電話 ０８２－４２０－９２０８ FAX０８２－４２９－０３７７ 

（受付時間外の電話は、転送・留守番電話等で対応します） 

○苦情解決責任者 施設長 萬行 隆晴 

 ○第三者委員   社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を

推進することを目的とします。 



 

・田原
た は ら

照
てる

美
み

委員  住所 東広島市八本松町原５６８６ 

          所属 民生児童委員 

          電話  ０８２－４２９－０４５６ 

 ・呼川法利子
よ び か わ の り こ

委員 住所 東広島市黒瀬町南方１６８９－２ 

          電話 ０８２３－８３－０４８７ 

 

（２） 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

① 管理者が、苦情に関する情報を一元管理します。 

② 管理者は、対応に当たり事実関係の確認をおこない、福祉サービス事業者等と連携し、 

必要に応じて会議を開催します。 

③ 具体的な対応策をお客様に（場合によってはご家族にも）説明し、対応策を実施しま 

す。 

④ 対応策の実施状況を確認するとともに、お客様に満足度をお聞きします。 

⑤ 苦情を受け付けてから終結までの一連のできごとを記録に残し、整備し、これを研修 

に使う等して従業者への周知徹底を図り、再発防止に努めます。 

⑥ 記録は５年間保管します。 

 

（３）行政機関その他の苦情受付機関 

東広島市健康福祉部介護保険課 

東広島市西条栄町８－２９ 

電話番号 : ０８２－４２０－０９３７ 

受付日時：平日のみ ８：３０～１７：１５ 

（但し、祝祭日，１２/２９～１/３を除く） 

広島県福祉サービス運営適正化委員会 

広島市南区比治山本町１２－２  

広島県社会福祉協議会内 

電話番号 : ０８２－２５４－３４１９ 

受付日時：平日のみ ８：３０～１７：００ 

（但し、祝祭日，年末年始を除く） 

広島県国民健康保険団体連合会介護保険課 

（苦情処理担当） 

広島市中区東白島町１９－４９ 

電話番号 : ０８２－５５４－０７８３ 

受付日時：平日のみ ８：３０～１７：１５ 

（但し、祝祭日，１２/２９～１/３を除く） 

１２ 非常災害時の対応 

非常時の対応 別に定めた「消防計画」に基づき対応します。 

避難訓練及び

防災設備 

消防計画に基づき、年２回程度、火事、地震等の災害を想定した避難訓練を

入所者も参加して行います。 

（主要防火設備）スプリンクラー・防火扉・シャッター・避難階段・誘導灯 

        屋内外消火栓・消火器・自動火災報知機・ガス漏れ警報器 



 

１３ 協力医療機関等 

医療機関 病院名及び 

所在地 

医療法人若葉会 西条中央病院 

東広島市西条昭和町１２番４０号 

電話番号 ０８２-４２３-３０５０ 

診療科 内科 

入院設備 有 

歯科 病院名及び 

所在地 

医療法人社団 光誠会  早志歯科診療所 

東広島市西条昭和町１３-３７ 

電話番号 ０８２-４２３-９１９５ 

 

１４ 第三者による評価の実施状況 

第三者による評価の実施状況 １ あり 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり  ２ なし 

２ なし 

 

令和  年  月  日 
 

介護保険に係る指定及び地域密着型特別養護老人ホームときわの施設利用の開始に際し、本

書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

法 人 名   社会福祉法人広島県リハビリテーション協会 

事業所名   地域密着型特別老人ホームときわ 

説明者職名                    ㊞ 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、地域密着型特別養護老人ホーム

ときわに係るサービスの提供及び利用の開始に同意しました。 

 

利用者 住所  

氏名                  ㊞ 

 

             代理人（選任した場合） 

                 住所 

                 氏名                  ㊞ 

                 （契約者との続柄    ） 

 

             家族等 

                 住所 

                 氏名                  ㊞ 

                 （契約者との続柄    ） 


